
3  令和6年度　障害を理由とする差別に関わる相談事例

「差別的扱い」の訴え（一部の事例）

資料２

障　害 相 談 者 分　野 相談内容 対応

視覚

当事者

⇒
推進員

サービス

【不当な差別的扱いとの相談】
・相談者は、医療機関Ａで人間ドック
を受けることにしたが、申し込んだ
後、医療機関Ａから家に電話がかかっ
てきて、「付き添いの方をつけてくだ
さい。」と言われた。
・相談者は、前回、医療機関Ｂで人間
ドックを受診したが、介助者同伴を利
用条件とされる事はなく、同行案内を
行ってもらった。
・医療機関Ａには、５年前に人間ドッ
クを受診した際は、介助者の同伴を利
用条件とされなかったこと、同行案内
さえしてもらえば他の人には迷惑はか
けないことなどを説明したが、分かっ
てもらえなかった。

【合理的配慮の実現】
・医療機関Ａの上司に説明を求めたと
ころ、上司は分かってくれ、「1月6日
に人間ドックを受けに来てください」
と言われた。
・その後、介助者等の同伴が必要との
話にはならなかった。

【医療機関Ａの対応への見解】
・障害を理由とする差別の解消の推
進に関する基本方針（障害者差別解
消法第６条第１項に基づき政府が策
定する方針）では、「正当な理由が
なく不当な差別的取扱いに該当する
と考えられる例」を示している。
・そのなかに、「障害を理由に、具
体的な検討を行うことなく、障害者
に対し一律に介助者等の同伴をサー
ビスの利用条件とすること」が挙げ
られている。
・本事例の場合、障害者に対し「具
体的検討もなく」「一律に」介助者
等の同伴を求めていれば、「不当な
差別」に該当するおそれがある。

【合理的配慮について】
・既に、相談者から医療機関Ａに対
して、差別的扱いの解消に係る要請
並びにその要請に基づく医療機関Ａ
の対応が行われている。

（解決済みのため、今回、事例の共
有のみ行う）
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「合理的配慮の提供要望」（一部の事例）
障　害

◇弱視の女性（柔道整復師の資格保持
者）から、美容関係の民間資格等を取
得したいが、取得等にあたって差別的
扱いがあるので解消してほしいとの要
望があった。
◇具体的には、以下の対応が差別的扱
いにあたるとしている。
（１）美容関係の資格認定試験の時間
延長に応じてもらえない。
（２）アドバイザーにはなれるがイン
ストラクター等上位資格を取得するの
は難しいと言われた。

【障害当事者の主訴】
（１）試験時間延長への不対応
・柔道整復師の国家資格試験では、弱
視等の障害を理由に通常の試験時間の
延長を可能としている。
・この資格試験についても、民間資格
ではあるが、弱視等を理由とする試験
時間の延長を認めるべき。
（２）上位資格は取得困難との見解
・柔道整復師の場合、鍼灸を行う際に
介助者を配置のうえ施術が認められて
いる。
・施術等の際の危険性を理由に、イン
ストラクター等の上位資格取得が難し
いというのは差別ではないか。

【主訴への事業者の見解】
（１）試験時間延長への不対応
・約１時間で解答できる試験問題につ
き２時間の試験時間を用意しており、
弱視障害者であっても解答可能な試験
時間が既に確保されている。
（２）上位資格は取得困難との見解
・数種類の溶液を用いて配合作業を行
うので、分量等を間違えると肌に支障
が出るおそれがある。
・施術中に肌に支障が出た場合は直ち
に中止する必要があるが、施術を受け
る者の表情や仕草が十分に読み取れな
い場合に責任が取れない。

相 談 者 分　野 相談内容 対応

視覚

当事者

⇒
推進員

行政

◇相談者の主訴や事業者の見解等を
確認

◇以下のとおり、相談者の主訴に対
する現状や今後の対応等を双方に伝
え、ご理解いただく形となる。

【相談者への説明】
・事業者は、約１時間で回答可能な
試験問題につき、２時間の試験時間
を設けているので、弱視等の方も対
応できると考えている。
・事業者は、弱視者がインストラク
ター等になる場合、被施術者の外見
上の異変が認知できない可能性等を
危惧している。
・事業者には、現状、介助員等を配
置する余力がないとしている。
・事業者に、視覚障害者が施術者と
しての道を歩めるよう、マニュアル
整備等含め改善に向けて努力するよ
う伝え、了解いただいた旨を説明。

【事業者への説明】
・過重な負担を行う義務はないが
「○○の恐れがある」「現行制度や
前例がない」という理由だと、合理
的配慮が行えない理由にならない。
・視覚障害があること「のみ」を理
由に、施術者等になれないとする場
合、差別になってしまう。
・県として強制はできないが、少し
でも視覚障害者が施術者としての道
を歩めるよう、マニュアル整備等含
め協力をお願いし、了解を得る。

★意見交換事項
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○ 相談事例

※ 今回、相談事例のご提供はありませんでした。

○ 買い物時における合理的配慮の提供に関する取組

※ 山梨県中小企業団体中央会

・

※ 山梨県商工会連合会

①

②

○ その他

※ 特にご報告はありませんでした。

合理的配慮の提供に関するアンケート結果等の啓発資料を、会報「商工会やまな
し」（発行部数20,000部）において紹介した。（QRコード掲載）

上記啓発資料を県下23商工会のイントラネットに掲載し、事業者からの相談に応じ
ることができるよう経営指導員において情報共有を図った。

※　相談事例
※　各団体・機関での買い物時における合理的配慮の提供に関する取組（報告のあったもの）

当会機関紙「中小企業組合NAVI」2024年11月号（毎月3,800部発行）に合理的配慮・
アンケート調査結果を掲載した。
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